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は じ め に

医療においては,患 者の個人情報を保護することは

従来から医療者の基本的な責務 とされ,ヒ ポクラテス

の誓いでも 「医に関すると否 とに関わらず,他 人の生

活についての秘密を守る」 との記述があり,患 者の権

利に関する世界医師会 リスボン宣言でも 「機密保持 を

得る権利」が患者の基本的な権利 として謳われている.

さらに専門職能者 として業務上知 り得た人の秘密を漏

らすことは刑法第134条 で禁止 されている.

2005年4月 より全面施行された個人情報保護法では,

医療機関などの組織が個人情報を取 り扱 う場合につい

て規定 してお り,医 療者個人の守秘義務に関しては従

来 と変わるものではない.た だ,こ の法は欧米の個人

主義 を基調にしているため,現 状の 日本における慣習

や認識 ・常識 と必ず しも合わない点があ り,実 際の運

用に当たっては柔軟な対応が求められる.

個人情報保護法

1.　個人情報保護法の歴史

個人情報保護の重要性は従来から認識されていたが,

コンピュータの利用拡大に伴い一時に大量の情報が漏

洩される危険が増大 し,法 による規制が行われるよう

になった.1970年 代には ドイツやスウェーデンで関連

する法律が制定 されたが,そ の後各国がばらばらに法

を制定することの不具合が認識され1),1980年にOECD

(経済協力開発機構)の 「プライバシー保護 と個人デ
ータの国際流通についてのガイドラインに関するOECD

理事会勧告」が採択された2).そ の趣旨は 「プライバシ

ー と個人の自由を保護し
,か つプライバシー と情報の

自由な流通 を調和させる」となっており,個 人情報保

護の観点 を強調するというよりも,む しろ個人情報保

護が通商の妨げ とならないことが意識されているもの

と考えられる.

1988年 には日本でも 「行政機関の保有する電子計算

処理に係る個人情報の保護に関する法律」が制定され

ている.

1995年 に 「個人データ処理に係 る個人の保護及び当

該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の

指令」が採択された3).そ の中の第IV章 「第三国に対す

る個人データの移動」第25条(原 則)で は 「加盟国は,

処理 されている,又 は後に処理 される予定の個人デー

タの第三国への移動は,当 該第三国が適切なレベルの

保護 を提供 している場合に限られることを規定するも

のとする.」と書かれている.す なわち,適 切な個人情

報保護の規制の無い国に対 しては個人データの移動 を

禁ずるものであり,場合によっては非関税障壁 となり,

通商が妨げられることになる.日 本を含め各国が個人

情報保護法の制定を行 う推進力になったと考 えられる.

その後,日 本では1999年 に住民基本台帳法改正(住

基ネッ ト)が 行われ,2001年 には個人情報保護法案が

国会に提案 されたが,マ スコミ等の強い反発などもあ

り,2002年 には一度廃案に追い込 まれた.そ の後,内

容の修正 を行って再度提案 され,2003年5月 に個人情

報保護法が制定 ・公布 された.そ の内容の一部は公布

と同時に施行され,そ の他は2005年4月1日 より全面

施行 となった.

2.　個人情報保護法

個人情報保護法 という名前の法律は実際には存在せ

ず,以 下の個人情報保護関連5法 の総称 として使用さ

れている.

1.　個人情報の保護に関する法律(基 本法)

2.　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

3.　独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す
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る法律

4.　情報公開 ・個人情報保護審査会設置法

5.　整備法(行 政機関の保有す る個人情報の保護に関

する法律等の施行に伴 う関係法律の整備等に関す

る法律)

民間(基本法を適用),行 政機関,独 立行政法人等は

各々別の法で規制されてお り,同 じく医療機関であっ

ても,設 置主体が民間(一 般民間病院や私立大学病院

など),行 政機関(た とえば国立国際医療セ ンターや公

立病院),独 立行政法人(国立大学附属病院や国立病院

機構の病院)の 場合には各々適用される法が異なると

い う奇妙な状況になっている.内 容的には大 きな差は

ないが,罰 則や細部の規定が少 しずつ異なっている.

これらの法は2003年5月 に制定 ・公布され,個 人情

報の保護に関する法律(以 下,基 本法)の 第1章 から

第3章 は公布 と同時に施行 されたが,基 本法の第4章

か ら第6章,行 政機関の保有する個人情報の保護に関

す る法律,お よび独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律は2005年4月1日 より施行された.

個人情報の保護に関する法律

第1章　 総則(第1条 ～第3条)

第2章　 国及び地方公共 団体 の責務等(第4条

～第6条)

第3章　 個人情報の保護に関する施策等(第7条

～第14条)

以上は2003年5月30日 から施行

以下は2005年4月1日 から施行

第4章　 個人情報取扱事業者の義務等(第15条

～第49条)

第5章　 雑則(第50条 ～第55条)

第6章　 罰則(第56条 ～第59条)

基本法 の内容 はOECDの ガイ ドラインの8原 則に対

応 した もの とな ってお り,表1の よ うな関係 になって

いる4).以 下 に この8原 則 につ いて述べ る.

3.　 OECDガ イ ドラインの8原 則2)

「プ ライバ シー保 護 と個 人デー タの国際流通につい

てのガイ ドラインに関す るOECD理 事会勧告」の 中で

は,収 集制 限,デ ー タ内容,目 的明確化,利 用制 限,

安全保護,公 開,個 人参加,お よび責任 の8つ の原則

が述べ られてい る.日 本 も含め,各 国の個 人情報保護

に関す る法律 は,お おむねこの8つ の原則に準 じた も

のになっている.法 律 の細部 は ともか く,こ の8つ の

原則 を理解 しておけば,個 人情報保護 の実際の運用で

も役 立つ もの と思 われ る.

・収集制限の原則

個人デー タの収集 には制限 を設け るべ きであ り,

いか なる個 人データ も,適 法かつ公正 な手段 に よっ

て,か つ適当 な場合 には,デ ー タ主体 に知 らしめ又

は同意 を得 た上で,収 集 されるべ きである.

情報の収集を適正な手段で行 うことを求め,で きる

だけ本人の了解のもとで個人情報を収集することを推

奨している.

・データ内容の原則

個 人デー タは,そ の利用 目的に沿った ものである

べ きであ り,か つ利用 目的 に必要 な範囲内で正確,

完全 であ り最新 な ものに保 たれ なければな らない.

収集 した個人情報は,そ の内容を正確に保 ち,ま た

最新の状態にすることを求めている.

・目的明確化の原則

個人データの収集目的は,収 集時よりも遅 くない

時点において明確化されなければならず,そ の後の

データの利用は,当 該収集目的の達成又は当該収集

目的に矛盾しないでかつ,目 的の変更毎に明確化さ

れた他の目的の達成に限定されるべ きである.

個人情報を収集す る場合は,情 報の収集に先立って

目的 を明らかにし,目 的が変更される場合はその都度

明らかにすることを求めている.

・利用制限の原則

個 人デー タは,前 項に よ り明確化 され た 目的以外

の 目的のために開示利用その他 の使用 に供 され るべ

きではないが,次 の場合 は この限 りではない.

(a)　デー タ主体 の同意が ある場合,又 は,

(b)　法律 の規定 に よる場 合

前項により明らかにされた目的に沿ってのみ利用す

ることを求め,目 的外使用 を禁 じている.た だし,本

人の同意がある場合や,法 律で規定された場合は例外
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医療 と個人情報保護法:太 田吉夫

表1　 OECD8原 則と個人情報の保護に関する法律 との対応

的な扱い を認 めている.

・安全保護 の原則

個 人デー タは,そ の紛失 もし くは不 当なア クセス,

破壊,使 用,修 正,開 示等の危険に対 し,合 理的 な

安全保護措置 によ り保 護 されなければな らない.

セ キ ュ リ テ ィ の 確 保 を 求 め て い る.情 報 セ キ ュ リテ

ィ と は 以 下 の3項 目 を 維 持 す る も の と さ れ て い る(JIS

X5080,ISO/IEC17799).

・機 密 性(confidentiality):ア クセ ス を 認 可 さ れ

た(authorized)者 だけが情報にア クセスで き

るこ とを確実 にす るこ と.

・完全性(integrity):情 報及 び処理方法が ,正 確

であるこ と及 び完全 であるこ とを保護す ること.

・可用性(availability):認 可 され た利用 者が,必

要 な ときに,情 報及 び関連す る資産 にア クセス

できることを確実 にす るこ と.

医療におけ る情報 セキュ リティ対 策につ いては,「医

療情報 システムの安全管理 に関す るガイ ドライン」(平

成17年3月,厚 生労働省)に 詳 し く記 されている5).
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・公開の原則

個人データに係わる開発,運 用及び政策について

は,一般的な公開の政策が取 られなければならない.

個人データの存在,性 質及びその主要な利用目的と

ともにデータ管理者の識別,通 常の住所をはっきり

させるための手段が容易に利用できなければならな

い.

個人情報を取 り扱う各組織は,個 人情報の取 り扱い

に係わる方針を定め,公 開することが求め られている.

・個人参加の原則

個人 は次の権 利 を有 す る.

(a)　デー タ管理者が 自己に関す るデー タを有 してい

るか否か につ いて,デ ー タ管理者又 はその他 の者

か ら確認 を得 るこ と

(b)　自己に関す るデータを,(i)合 理 的な期 間内に,

(ii)も し必要 な ら,過 度にな らない費用 で,(iii)

合理的 な方法 で,か つ,(iv)自 己に分か りやすい

形 で,自 己に知 らしめ られ ること.

(c)　上記(a)及 び(b)の要求が拒否 された場合 には,そ

の理 由が与 え られ るこ と及びその ような拒否 に対

して異議 を申立て るこ とがで きること.

(d)　自己に関す るデー タに対 して異議 を申 し立て る

こ と,及 びその異議が認め られた場合 には,そ の

デー タを消去,修 正,完 全化,補 正 させ るこ と.

プ ライバ シー に関す る原則であ る.従 来,プ ライバ

シー とい う用語 は「放 っておいてもらう権利」(The right

to be left alone.)を 示す もの として使用 されて きたが,

現在 では 自己情報 コン トロール権 として理解 され てい

る.こ れは,個 人は 自分 の情報 を他 者あ るいは組織が

有 してい る場合 には,情 報 の有無,情 報 の内容,利 用

目的な どにつ いて知 る権利が あ り,内 容 が誤 っている

場合 には訂正 を求 め,場 合 によっては情報 の消去 も要

求す ることがで き,こ れが認め られ ない場 合には異議

の 申し立て を行 うことがで きる とい うものであ る.基

本的 な人権 の一 つ としてプライバ シー権(自 己情報 コ

ン トロール権)を 認め ようとい う考 え方であ る6).

・責任 の原則

データ管理者は,上 記の諸原則 を実施するための

措置に従 う責任を有する.

上記の7つ の原則 につ いて,組 織 として実施責任 を

負 うべ きであ るとしている.

医療における個人情報保護法

患者の医療情報の一次利用(情 報 を患者の診療のた

めに直接使用),た とえば患者の血液検査の値か ら診断

を決定するような場合には,患 者はそのことを想定 し

ているであろうし,診 療開始の時点で暗黙の了解がで

きていると考えられ,問 題は生 じに くい.一 方,二 次

利用(研 究,教 育,経 営などのためのデータの集合的

利用)の 場合には,患 者はそのことを想定 しに くく,

別途患者から同意を得ることが必要である.特 に,精

神衛生,遺 伝子情報などに関 しては,と りわけ患者の

プライバシー保護の視点が必要 となって くる.

個人情報保護法の制定後,閣 議決定にて 「個人情報

を保護するための格別の措置を各分野(医 療,金 融 ・

信用,情 報通信等)ご とに早急に検討し,法 の全面施

行 までに,一 定の結論 を得る」ことが決められた.そ

の後,各 分野ごとに個別法を制定することも含めて議

論がなされたが,結 局個別法は作られず,各 ガイ ドラ

インが公表されることとなった.医療分野に関しては,

「医療 ・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイ ドライン」(平成16年12月24日 厚生

労働省)が 出されている7).

以下に,こ のガイ ドラインの内容に基づいて,医 療

分野における個人情報保護法の取 り扱いについて説明

する.

1.　個人情報,個 人情報取扱事業者

基本法では,個 人情報について以下のように定義さ

れている.

【定義】 この法律において 「個人情報」 とは,生 存

す る個 人に関す る情報であって,当 該情報 に含 まれ

る氏名,生 年 月 日その他 の記述等 によ り特定の個 人

を識別 す るこ とが できるもの(他 の情報 と容 易に照

合 す ることが で き,そ れに よ り特定 の個人 を識別 す

るこ とがで きるこ ととな るもの を含 む.)を い う.
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医療一と個人情報保護法 二太田吉夫

定義では,「生存する個人に関する情報」に限定 され

ている.し か し,医 療分野においては患者の死は 日常

的に経験されることであ り,患 者の死亡によって,個

人情報の取扱が大きく変化す ることはなじまない.医

療分野では,患 者が死亡 した後 も個人情報 と同等に扱

う必要がある.ま た,診 療録等の形態に整理 されてい

ない場合 でも個人情報一に該当し,ま た,紙 や電子的保

存など,記 録媒体の種類 を問わない.医 療機関におけ

る個人情報の例 としては以下のようなものがある.

診療録,処 方せん,手 術記録,助 産録,看 護記録,

検査所見記録,エ ックス線写真,紹 介状,退 院 し

た患者に係 る入院期間中の診療一経過の要約,調 剤

録,等

遺族への診療情報の提供は,基 本法では生存する個

人の情報を適用範囲としているため法の対象外である

が,ガ イ ドラインでは遺族に対 して診療情報関係の記

録の提供 を行 うものとしている.こ の場合は,厚 生労

働省が平成15年 に出した診療情報の提供等に関する指

針に従 うもの としている8).これによれば,遺 族に対 し

て,死 亡に至るまでの診療経過,死 亡原因等について

診療情報を提供することとし,そ の開示対象は,患 者

の配偶者,子,父 母及びこれに準ずる者 とし,患 者本

人の生前の意思,名誉等を尊重することを求めている.

法令上,「個人情報取扱事業者」として法の対象 とな

るのは 「識別 される特定の個人の数の合計が過去6ヶ

月以内のいずれの日においても5,000を超えない事業者

(小規模事業者)を 除 くもの」とされている.し かし,

医療においては個人情報取扱事業者 としての法令上の

義務等を負わない小規模の機関 もガイ ドラインを遵守

することが求められている.行 政機関や独立行政法人

等では個人情報の数による除外規定はない.

2.　診療録の留意点

診療録には,患 者について客観的な検査 をしたデー

タもあれば,そ れに対 して医師が行った判断や評価 も

書かれている.こ れら全体が患者個人に関する情報に

当たる.当 該診療録 を作成 した医師の側からみると,

自分が行 った判断や評価 を書いているものであるので,

医師個人に関する情報 とも言 うことができる.診 療録

等に記載 されている情報の中には,患 者と医師等双方

の個人情報 という二面性を持っている部分 もある.

3.　個人情報の匿名化

個人情報の定義では,「特定の個人を識別することが

できるもの」 となってお り,個 人を識別する情報を取

り除 くことにより個人情報ではな くなり,法 の対象外

となる.識 別情報 としては一般的には,氏 名,生 年月

日,住 所等が考えられ,顔 写真であれば,目 の部分 を

マスキングす ることで一般的には匿名化が可能である

と考 えられる.た だし,非 常に稀な疾患の場合等,他

の情報と照合することで個人を特定できる場合 も多い

ので注意が必要である.

必要な場合には,個 人 と関わ りのない番号を付すこ

ともあるが,こ のような処理 を行っても,組 織内で情

報を利用する場合は,対 応表等と照合することで特定

の個人が識別される(連 結可能匿名化).法 では,「他

の情報 と容易に照合することができ,そ れにより特定

の個人を識別することができることとなるもの」につ

いても個人情報に含まれるものとされてお り,匿 名化

に当たっては,必 要に応じて連結可能匿名化 と連結不

可能匿名化(対 応表を持たない)を 使い分ける必要が

ある.

十分な匿名化が困難な場合は,情 報の使用に当たっ

ては本人の同意が必要 となる.研究に関する場合には,

医学研究分野における関連指針 も参照する必要がある9).

4.　個人情報の研究への利用

日本の個人情報保護法では,学 術研究はその大部分

が法の適応除外 となってお り,ほ とんど法的規制を受

けない.基 本法の第50条(適 応除外)第 三項には 「大

学その他の学術研究を目的とする機関若 しくは団体又

はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的」が

あり,法 の規定(第 四章 個人情報取扱事業者の義務一

等)を 適用 しないことになっている.そ の他 に適用除

外を受けるものとしては,報 道機関,著 述業,宗 教,

政治が挙げられている.独 立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律でも,第9条2項4号 で「学

術研究の目的のために保有個人情報を提供」する場合

は制限を受けないこととされている.ガ イ ドラインで

は,法 の対象外であるので当ガイ ドラインの適用範囲

外であるとしながらも,医 学研究分野の関連指針に従

うことを期待 している(表2)9).細 か く見ると,学 術

研究 を目的 としない医療機 関における学術研究の位置

づけが明確でない,法でな く指針のみに依存している,

指針でカバーされていない分野がある(心 理学,行 動

科学,社 会科学,脳 科学,教 育学,な ど),各 医学研究

分野の関連指針の整合が十分取れていないなど,問 題

点を抱えてお り,今 後の検討が必要であると考えられ

る10).
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表2　 医 学研 究分 野 にお け る関連 指針

(全て,2004年12月28日 全 部 改訂)

・ヒ トゲ ノム ・遺伝子解析研究 に関す る倫理指針

(平成13年3月29日 文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

・遺伝子治療一臨床研究に関する指針

(平成14年3月27日 文部科学省 ・厚生労働省告示第1号)

・疫学研究に関する倫理指針

(平成14年6月17日 文部科学省 ・厚生労働省告示第2号)

・臨床研究に関す る倫理指針

(平成15年7月30日 厚生労働省告示第255号)

5.　ポ リシー等の公表(対 外的明確化)

個人情報利用の意義について患者等の理解 を得 ると

共に,法 を遵守し,個 人情報保護のため積極的に取 り

組んでいる姿勢を対外的に明らかにするためにも,個

人情報保護に関する考え方,個 人情報の取得,利 用 目

的,安 全管理措置,本 人等か らの開示等の手続き,第

三者提供の取扱い,苦 情への対応等,責 任体制,患 者・

利用者窓口等についての情報 を対外的に明確にするこ

とが求められている.

医療機関が患者等から個人情報を取得する場合,そ

の個人情報を患者個人に対す る医療サービスの提供や

保険事務,入 退院等の病棟管理などで利用することは

患者に とっても明らかと考えられる.こ れら以外で個

人情報を利用する場合,た とえば教育や研究目的の利

用では,患 者に とって必ずしも明らかな利用目的とは

いえない.こ の場合は,個 人情報の取得に当たって,

利用 目的を明らかにする必要がある.各 医療機 関は,

通常必要 とされるものを特定 して公表(院 内掲示,ホ

ームページ,配 布物,等)す ることが求められている

(参考資料:患 者様の個人情報に関するお知 らせ).

利用 目的の例 としては,以 下のようなものが挙げら

れる.

・内部利用

診療,保 険請求,安 全管理,サ ービス向上,な ど

・他の事業者等への提供

病病 ・病診連携,業 務一委託,な ど

・その他の利用

教育 ・研究,外 部監査機関への提供,法 令

また,以 下のような場合には例外 として,利 用目的

による制限を受けない.

・法令に基づ く場合

・人の生命,身 体又は財産の保護のために必要があ

る場合

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進(地

表3　 オプ トイ ン とオプ トア ウ ト

・オプ トイン(opt-in)

本人 自らが明示的に(例:第 三者への情報提供 を)同 意す る場 合

望 ましいが面倒

・オプ トアウ ト(opt-out)

積極的に否定 しなければ同意が あると見 なす場合

形骸的 ・免罪符的な利用になるおそれが ある

具体的な利用方法 を示す ことが必要

opt:〔 …を〕選ぶ,選 択す る,(選 んで)〈 …す ることに〉決め る

域がん登録事業,な ど)

・公的機関の業務遂行協力

6.　本人 の同意

基本法 は,個 人情報の 目的外利用や個人デー タの第

三者提供 の場・合には,原 則 として本人 の同意 を得 るこ

とを求めてい る.こ れは,法 の基本 となるOECD8原

則の うち,利 用制 限の原則の考 え方 の現れ である.医

療機 関等につ いては,患 者に適切 な医療サー ビスを提

供す る目的のため に,通 常必要 と考 え られ る個 人情報

の利用範囲 を施設 内への掲示(院 内掲示)に よ り明 ら

かに してお き,患 者側か ら特段 明確 な反対 ・留保 の意

思表示 がない場合 には,こ れ らの範 囲内での個 人情報

の利用について同意が得 られているもの と考 えられる.

す なわ ち,オ プ トア ウ トで十分 であ るとしている(表

3).こ れ は,法 の導入 に伴 う現場 の混乱 を避け る うえ

では有用 であ るが,患 者に十分 な情報が確実 に伝 わ ら

ない可能性 も高 く,今 後検討 が必要 と思 われ る.

また,患 者が,意 識不明ではない ものの,本 人の意

思 を明確 に確認 で きない状 態の場 合につ いては,意 識

の 回復 にあわせ て,速 やかに本 人へ の説明 を行 い本人

の同意 を得 る必要が ある.こ れ らの場合 にお いて,患

者の理解 力,判 断力 などに応 じて,可 能 な限 り患者本

人に通知 し,同 意 を得 るよう努 め るこ とが重要 である.

7.　第三者提供

医療 ・介護関係事業者は,あ らかじめ本人の同意を

得ないで,個 人データを第三者に提供 してはならない

とされてお り,次 のような場合には,本 人の同意を得

る必要がある.

民間保険会社か らの照会,職 場からの照会,学 校

からの照会,マ ーケティング等を目的とする会社

等からの照会

警察からの問い合わせは,刑 事訴訟法第218条(令 状

による捜査)の 場合は回答する義務がある.し か し,

刑事訴訟法第197条 第2項(捜 査一に必要な取調べ)等 に
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基づ く問い合わせは任意協力 とされてお り,医 療者は

取調べ等に際し回答するか否かは個別に判断 してよい.

本人の同意を得ずに個人情報の提供を行ったとしても,

個人情報保護法の例外規定の対象であ り違反 とはなら

ないが,場 ・合によっては,本 人からの民法に基づ く損

害賠償請求等を求め られるおそれがある.

第三者提供の制限についても,利 用 目的の場合 と同

様の例外規定が適用される.

また,以 下の場合は第三者には該当しないとされて

いる.

・検査等の業務 を委託する場合

・外部監査機関への情報提供

日本医療機能評価機構の病院機能評価など

・病院内の他の診療科

・同一事業者が開設する複数の施設

・内部での職員を対象 とした研修での使用

・内部での経営分析 を行 うための情報の交換

8.家 族等への病状説明

基本法においては,個 人データを第三者提供する場

合には,あ らかじめ本人の同意を得ることを原則 とし

ている.患 者の家族 も第三者に該当する.一 方,状 況

によっては,治 療等に当たり,本 人だけでな く家族等

の同意を得 る必要がある場合 もある.家 族等への病状

説明については,本 人に対 し,あ らか じめ病状説明を

行 う家族等の対象者 を確認 し,同 意を得 ることが望ま

しい.こ の際,本 人か ら申出がある場合には,現 実に

患者の世話 をしている親族及びこれに準ずる者 を説明

を行 う対象に加えたり,家 族の特定の人を限定するな

どの取扱いとす ることができる.一 方,意 識不明の患

者の病状や重度の痴呆性の高齢者の状況を家族等に説

明する場合は,本 人の同意 を得ずに第三者提供できる

と考えられる.こ の場合,医 療者が本人の家族等であ

ることを確認 した上で,治 療等を行 うに当た り必要な

範囲で情報提供 を行 うとともに,本 人の過去の病歴,

治療歴等について情報の取得を行 う.本 人の意識が回

復 した際には,速 やかに,提 供及び取得 した個人情報

の内容 とその相手について本人に説明するとともに,

本人か らの申出があった場合,取 得 した個人情報の内

容の訂正等,病 状の説明を行 う家族等の対象者の変更

等を行 う.な お,患 者の判断能力に疑義がある場合は,

意識不明の患者 と同様の対応を行 うとともに,判 断能

力の回復にあわせて,速 やかに本人への説明を行い本

人の同意を得 るものとする.

9.セ キュ リテ ィの確保

保 有す る個 人情報の安全 管理 に関 しては,表4の よ

うな事 項 を検討す る必要があ る.こ れにつ いては,厚

生労働省 が 「医療 ・介護関係事業者 における個 人情報

の適切 な取扱 いのためのガイ ドライン」とは別 に,「 医

療情報 システムの安 全管理 に関す るガイ ドライン」(平

成17年3月)を 出 してお り,こ れ を参照 され たい5).

終 わ り に

日本 の個人情報保 護法 は,OECDガ イ ドラインの8

原則に準拠 し,自 己決定権 お よび 自己情報 コン トロー

ル権 を基本 に作成 されてい る.し か し,現 実 の運用 に

おいては種々の 困難が伴 う.現 状 の 日本 においては,

自己決定権や 自己情報 コン トロール権に対す る国民の

理解 はさまざまであ り,年 齢,地 域や個 人的背景 に よ

表4安 全管理措置,従 業者の監督及び委託先の監督
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って大きく異なっていると考えられる.悪 性疾患の告

知において も,一一律に本人への告知 を行 うことが必ず

しも満足 な結果をもたらさない事例 も多い.このため,

個人情報保護においては,一律に個人情報の利用目的,

目的外使用,第 三者提供 などに関して本人同意を機械

的に適用することは,現 状では必ずしも良い結果をも

たらさない場合 もあることを認識する必要がある.個

人情報保護の原則を理解 した上で,患 者の価値観等を

理解 し,柔 軟な対応を行 うことが求められていると考

えられる.

個別の具体例に対する対応策については,全 日本病

院協会のホームページ11)の中の「個人情報保護法に関す

るQ&A(全 日本病院協会 個人情報保護法ワーキン

グチーム編)」を,個 人情報保護に関する追加情報につ

いては行政のホームページ12)も参照されたい.

文 献

1) 藤井 昭夫: Q&A個 人情 報保護 法 〔第3版 〕, 個 人情報 保護

基本 法制 研究 会編, 有 斐 閣, 東京 (2005) pp2-9.

2) プ ラ イバ シー 保護 と個 人 デー タの国際 流通 につ い てのガ イ

ドラ インに 関す るOECD理 事 会勧 告

http://www.mofa. go. jp/mofaj/gaiko/oecd/privacy. htm1

3) 個 人デー タ処 理 に係 る個 人 の保 護 及 び当該 デー タの 自由な

移 動 に 関す る欧州 議会 及 び理事 会 の指令

http://www.isc.meiji.ac.jp/～sumweLh/doc/intn1/

Direct-1995-EU. htm

4) OECD8原 則 と個 人情報 取 扱事業 者 の 義務 規定 の対 応

http: //www. kantei.go. jp/jp/it/privacy/houseika/

hourituan/pdfs/03. pdf

5) 医 療 情 報 シ ス テ ム の 安 全 管 理 に 関 す る ガ イ ドラ イ ン (平 成

17年3月)

http: //www. mh1w. gojp/shingi/2005/03/sO331-8. htm1

6) 樋 口範 雄: 医 療 に お け る個 人 情 報 保 護 の 歴 史 と背 景: 医 療

の 個 人 情 報 保 護 と セ キ ュ リ テ ィ ― 個 人 情 報 保 護 法 と

HIPAA法, 開 原 成 允, 樋口 範 雄編, 有 斐 閣, 東 京 (2003)

pp1-24.

7) 医療 ・介 護 関 係 事 業 者 に お け る個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の

た め の ガ イ ドラ イ ン

http://www.mh1w.go.jp/shingi/2004/12/d1/s1224-11a.

pdf

8) 診 療 情 報 の 提 供 等 に 関 す る指 針

http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/

150916-b. pdf

9) 厚 生 労 働 分 野 に お け る個 人 情 報 の適 切 な 取 扱 い の た め の が

イ ドラ イ ン 等

http://www.mh1w.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/

kojin/

10) 政 策 提 言No. 2医 学 研 究 に お け る個 人 情 報 保 護 の あ り方,

科 学 技 術 文 明 研 究 所,神 奈 川 (2005).

11) (社) 全 日本 病 院 協 会 「個 人 情 報 保 護 法 施 行 に 伴 う医 療 機 関 に

お け る準 備 事 項 等 に 関 す る 資 料 提 供 に つ い て 」

http://www. jha.or.jp/about-us/activity/zen/

20050308. htm1

12) 内 閣 府 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る法 律

http://www5.cao.gojp/seikatsu/kojin/

総 務 省 行 政 機 関 ・独 立 行 政 法 人 等 の 個 人 情 報 の 保 護

http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/kenkyu.htm

232



医療と個人情報保護法:太 田吉夫

参考資料

患者様の個人情報に関するお知 らせ

岡山大学医学部 ・歯学部附属病院

当病院では患者様が診療をお受けになることに伴って,症 状,検 査結果,診 断,治 療計画等の記録が作成されます.

この記録には患者様の個人的情報が多く含まれておりますが,その取扱いにつきましては患者様個々人の人格の尊重を基本的な

理念として持つことが最重要のことであると考えています.

従いまして,当 病院では患者様の情報の保護を最優先に考え,個 人情報に関する法令に基づいた院内規程等を整備 して,患 者様

の個人情報の取扱いの適正を図るよう努力しております.

当病院は医学部・歯学部の附属病院という立場から,患 者様への高度の医療の提供だけにとどまらず,地 域における中核病院と

して,地 域医療の発展にも多く寄与しているものと自負しております.そ れらの活動を通 じて,当 病院の目標 として掲げてお りま

す 「高度な医療の提供 と優れた医療人の育成」という社会的な使命の実現に向けて,日 々努力しているところであります.こ のこ

とにつきまして常日頃患者様のご理解とご協力をいただき厚 くお礼申し上げるところです.

つきましては,当 病院における患者様の貴重な個人情報を含む記録を,医療機関として,ま た,教 育研究機関として所定の目的

に利用させていただきたいと思いますので,改 めて患者様のご理解 とご協力を賜わりますようお願い申し上げます.

1.個 人情報 の利 用 目的 につ い て

患者様 の個 人情報 は別 表 に掲 げ る 目的 に利用 され ます.

詳 し くは別表 を参 照 して下 さい.

2.上 記 利用 目的以外 に 患者様 の個 人情 報 を利用 す る場合 は,書 面 に よ り患 者様 の 同意 をい ただ くこ とといた し ます.

3.患 者様 の権 利 につ いて

(1)　個 人 情報 の 開示請 求権 につ いて

(1)　患 者様 は所 定 の手続 きの うえ,自 己の個 人情報 の 開示 を請求 す る こ とが で きます.

なお,こ の開示 請求 に は,必 ず しも応 じ られ ない場合 が あ ります の で ご留 意願 い ます.

(2)　患 者様 が個 人情 報 の開示 を請 求す る場合 は,無 料 とい た します.た だ し,実 施 にかか る手数 料 につ い ては,当 院 が定 め た料

金 規程 に よ り納 め て いた だ きます.

(3)　開示 請 求 に関す る詳 細 につ いて は,下 記担 当係 に お問 い合 わせ 下 さい.

(2)個 人情 報 の訂正 請 求権 につ い て

(1)　患者 様 は 自己 の個 人 情報 の開示 を受 けた 日か ら90日 以 内に,所 定 の手続 きの うえ,個 人情報 の訂 正 を請求 す る こ とが で き ま

す.

なお,こ の訂 正 請求 に は,必 ず しも応 じられ ない場合 が あ ります ので ご留意 願 い ます.

(2)　訂正 請求 に関す る詳 細 につ いて は,下 記担 当係 にお 問 い合 わせ 下 さい.

(3)　個 人情 報 の利用 停 止等 請求権 につ いて

(1)　患者 様 は 自己の個 人 情報 に,次 の いずれ かの理 由 が あ ると きは,所 定 の手続 きの うえ,個 人 情報 の利 用 の停 止 又 は消去 及 び

提供 の停 止 を請 求す るこ とが で きます.

なお,こ の利 用停 止等 の請 求 には,必 ず し も応 じられな い場 合が あ りますの で ご留 意願 い ます.

ア.個 人 情報 が 当病 院 の利 用 目的 の達成 に必 要 な範 囲 を超 え て取 り扱 って い るこ と,及 び偽 りその他不 正 の手段 に よ り個 人 情報

か取 得 され た もの であ る とい う理 由 の場 合 は,個 人 情報 の利用 の停 止 又は消 去 を請求 す る こ とが で きます.

イ.個 人情 報 が法令 の定 め る範 囲 を超 えて,あ らか じめ患者 様 の同 意 を得 な いで 第三者 に提供 され てい る とい う理 由 の場 合 は,

個 人情報 の提 供 の停 止 を請求 す る こ とが で きます.

(2)　利 用停 止請 求 に関 す る詳細 につ い ては,下 記 担 当係 に お問 い合 わせ 下 さい.

(4)異 議 申立 て につ いて

(1)　患 者様 は 開示決 定等,訂 正決 定等,利 用停 止決定 等,又 は開示 請求,訂 正請 求若 し くは利 用停 止請求 に係 る不 作為 につ いて

不 服 が あ る場合 は,当 病 院 に対 して,異 議 申 し立 て をす る こ とが で きます.

(2)　異議申 立 てに関 す る詳細 につ い ては,下 記 担 当係 にお問 い合 わせ下 さい.
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4.　個人情報に関する詳細説明及び苦情受付け等

(1)　個人情報に関する詳細説明について

個人情報に関して患者様のご理解を深めていただくため,個人情報の保護に関する法律及び当病院の個人情報に関する院内規

定を当病院のホームページ上に掲載しております.

また,個 人情報の開示請求権等に関する詳細な内容の照会や疑問等については,下 記担当係にお問い合わせ願います.

(2)　苦情処理等について

当病院の患者様の個人情報の取扱い等に関しまして,苦 情やご意見等がありましたら,下 記担当係までお寄せ下さい.

当病院では,こ れら寄せられた苦情等について,適 切かつ迅速な処理に努めてまいります.

5.　担当係

岡山大学医学部 ・歯学部附属病院医事課患者支援係(電 話086-235-7205)

別 表二
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